
庁      議  

              日時：１０月 ２日（金）ＡＭ８：３０ ＜庁議室＞ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【市長挨拶】 

 

 

 

 

 

【連絡事項】 

１ 令和２年度太田市功労者及び徳行者表彰式（縮小開催）の挙行について  秘書室長 

 

２ 太田市と第一生命保険株式会社との包括連携協定締結について      企画部長 

 

３ 令和３年度予算編成方針について                   総務部長 

 

４ 尾島地区投票区の再編等について                   総務部長 

 

５ 尾島地区と世良田地区の地区統合について               市民生活部長 

 

６ 石田川樋管・樋門の水防対応について                 農政部長 

 

７ 早川樋管の水防対応について                     都市政策部長 

 

８ Ｎｅｔ１１９緊急通報システムの運用開始について           消防長 

 

 

【その他】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

◆ 次回庁議予定 ◆ １０月２０日（火）ＡＭ８：３０～＜庁議室＞ 案件名報告：１０月 ８日 (木)PM5:00 
                                    資 料 提 出：１０月１３日 (火)PM5:00 



１０月２日 庁議提出案件            資料No.１  

●内  容 【 2.連絡事項 】 

○公  開 【 1.可 】 

○公開時期 【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

                   秘書室長 氏名 笠原 淳一 内線（TEL）２２１０  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】  

  令和２年度太田市功労者及び徳行者表彰式（縮小開催）の挙行について 

 

【 目 的 】 

  市民の模範とすべき功労者及び徳行者を表彰してその功績をたたえ、本市自治、産業、文

化などの振興、市民福祉の増進、民生の安定向上に資することを目的とします。 

 

【 概 要 】 

１．日 時   令和２年１１月１９日（木） 午後３時３０分 

 

２．会 場   太田市民会館 スタジオ 

 

３．被表彰者  功労者 ４５件   徳行者 １６件   計 ６１件 

 

４．出席者   被表彰者、市長、市議会議長、副市長、教育長、企画部長、総務部長 

 

５．次 第     ・開 式 

・表彰状授与 

・主催者挨拶 

・来賓祝辞 

・謝 辞 

・閉 式 

 

 

 

 

 

 

【 備 考 】 

問い合わせ先  秘書室 秘書係 内線２２１１ ４７－１８０８ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 １０月２日 庁議提出案件           資料No.２  
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

               企画部長 氏名 栗原 直樹  内線２２００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

 太田市と第一生命保険株式会社との包括連携協定締結について 

 

【 目 的 】 

 本協定は、太田市と第一生命保険株式会社が、相互に連携し、地域社会の発展と市民サービ

スの更なる向上を推進することを目的に包括連携協定を締結した。 

 

【 概 要 】 

１．協定名称 太田市と第一生命保険株式会社との包括連携協定 

２．協定相手 第一生命保険株式会社  太田支社長   榎 本  豊 

３．協定内容 

（１）健康増進に関すること 

（２）ワーク・ライフ・バランスの推進に関すること 

（３）子育て支援・保育対策に関すること 

（４）青少年育成・教育に関すること 

（５）ライフプランサポートに関すること 

（６）高齢者支援に関すること 

（７）スポーツの振興に関すること 

（８）産業振興・中小企業支援に関すること 

（９）シティプロモーションに関すること 

（10）市政情報の発信に関すること 

（11）環境保全に関すること 

（12）災害等における地域支援に関すること 

（13）学生インターンシップの受け入れ及び受け入れ支援に関すること 

（14）持続可能な開発目標（SDGｓ）の実現に向けた施策の推進に関すること 

 

４．協定締結日 令和２年９月11日（金） 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先  企画部 企画政策課 企画政策係 内線2293 47－1892 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 １０月 ２日 庁議提出案件           資料No.３  
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 3.その他（10/2庁内通知後） 】 

 

              総務部長 氏名 髙島 賢二  内線（TEL）２３００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

   令和３年度予算編成方針について 

 

【 目 的 】 

   令和３年度の予算編成にあたり、その方針を定め、健全財政を基本に予算編成を 

  実施しようとするものです。 

 

【 概 要 】 

 ○予算編成方針の概要 

  １ 基本方針 

   （１）まちづくりの目標 

      「人と自然にやさしく、品格のあるまち太田」の実現を目標とし、市民参画と 

協働によるまちづくりを推進します。 

   （２）財政運営の基本的事項 

      健全財政の堅持に努めるとともに、第２次太田市総合計画や各種政策課題におい

ては、重点的かつ優先的に予算配分することで、住民ニーズに的確に対応し均衡あ

る発展に繋がるよう各事業の推進に努めます。 

  ２ 予算編成にあたっての基本的な考え方 

      上記基本方針を踏まえ、更なる飛躍に向けた政策課題への取り組みにより、市民

サービスの向上につなげるための予算とします。 

    【基本的な考え方】 

    ①第５次実施計画事業の着実な推進を図る。 

②市民満足度調査結果を予算に反映する。 

③少子化対策、子育て支援、障がい者支援、高齢者支援などの「人にやさしいまち

づくり」、市民の身体や生命又は財産を守るための防災対策や、交通安全対策に

係る施策を積極的に進める。 

④公共施設等総合管理計画を踏まえた個別計画に対し、実施計画と整合性を図りな

がら、予算の重点配分を行う。 

⑤枠配分方式による予算編成を行い、徹底した事務事業の見直しによる歳出抑制を 

図る。 

     ⑥国及び県の施策に対応した予算を編成する。 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先   総務部 財政課 財政係 内線 ２３３３ ４７－１８１６ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 １０月 ２日 庁議提出案件           資料No.４    
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

               総務部長 氏名 髙島 賢二  内線（TEL）２３００   

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

  尾島地区投票区の再編等について 

 

【 目 的 】 

第４８投票所である尾島第二体育館が耐震性の観点から取り壊し予定となり、適切な代替

施設もないことから投票区を再編することとなりました。このことにより、行政区をまたぐ

投票区を解消するほか、市内二カ所の投票所を変更して有権者の利便性を図るものです。 

 

【 概 要 】 

  １ 尾島地区投票区の再編  

投票区名 
投票区の区域 

新 旧 

第４８投票区 細谷町 
尾島町の一部、阿久津岩松の一部、尾島東

部の一部 

第４９投票区 尾島東部、前小屋南ヶ丘 尾島東部の一部、前小屋南ヶ丘 

第５０投票区 尾島町、阿久津岩松、尾島南部、わかば 尾島町の一部、尾島南部、わかば 

第５１投票区 亀岡軽浜、大舘安養寺、粕川町 
阿久津岩松の一部、亀岡軽浜、大舘安養寺、

粕川町、徳川出塚の一部 

第５２投票区 世良田上、世良田中、世良田下、徳川出塚 
世良田上、世良田中、世良田下、徳川出塚

の一部 

第７１投票区 削除 細谷町 

 

  ２ 投票所の変更 

①第１５投票所 【変更前】龍舞三区北集会所  → 【変更後】休泊行政センター 

②第５４投票所 【変更前】木崎あおぞら保育園 → 【変更後】木崎児童館 

  ①は投票所の位置が分かりづらく不便だったため、②は木崎あおぞら保育園より、新

型コロナウイルス対策に万全を期して運営しており、投票所としての使用を控えたいと

の回答があったため変更するものです。 

 

  ３ 変更時期   次回以降に執行される選挙から変更します。 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先   選挙管理委員会事務局 内線２３２６ ４７－３９８８ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



１０月２日 庁議提出案件           資料No.５    
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              市民生活部長 氏名 石坂 之敏  内線（TEL）２４００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

   尾島地区と世良田地区の地区統合について 

 

【 目 的 】 

   円滑な地区運営や住民同士の交流による地域活性化を目的とし、当該地区区長会からの

要望に基づいて尾島地区と世良田地区を統合するものです。 

 

【 概 要 】 

 １ 統合後の名称  尾島地区 

           ※統合により、市内１６地区が１５地区になります。 

 

 ２ 統合内容          

【現行】               【統合後】  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３ 統合期日    令和３年４月１日 

 

 ４ その他     〇市民文教委員会協議会（１０月）に案件提出 

           〇太田市区制規則（第２条）の改正 

          〇広報おおた、市ホームページなどで周知 

 

【 備 考 】 

＊問い合わせ先 市民生活部 地域総務課 地域コミュニティ係 内線3612 47－1923ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 

地区名称 行政区名称

 尾島町

 阿久津岩松

 尾島東部

 前小屋南ヶ丘

 尾島南部

 わかば

 亀岡軽浜

 大舘安養寺

 世良田上

 世良田中

 世良田下

 粕川町

 徳川出塚

尾島

世良田

地区名称 行政区名称

 尾島町

 阿久津岩松

 尾島東部

 前小屋南ヶ丘

 尾島南部

 わかば

 亀岡軽浜

 大舘安養寺

 世良田上

 世良田中

 世良田下

 粕川町

 徳川出塚

尾島



＊ 問い合わせ先 農政部 農村整備課 改良整備係 外線 ２０－９７１３

１０月２日 庁議提出案件 資料No.６
●内 容 【 2.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

農政部長 氏名 高田 進 内線（TEL）２０－９７１３

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

石田川樋管・樋門の水防対応について

【 目 的 】

令和元年東日本台風の浸水被害を受けた石田川樋管・樋門の管理者の調査状況および

取り組み実施状況を報告するものです。

【 概 要 】

１．石田川樋管・樋門 水防対応３９箇所

２．実施状況

（１）取り組み

・現地調査、管理者調査の実施（現地確認、地区関係者等に聞き取り）５～７月完了

・管理箇所の選定（太田市水防計画３６箇所、浸水区域水門３箇所）７月完了

・管理者の決定（地元管理２１箇所、農政部７班体制で管理１８箇所）７月完了

・台帳作成及び情報共有（災害対策課、道路整備課、道路保全課、農村整備課）８月完了

・地元管理者説明会、部内説明会の実施 ８月完了

・水防訓練の実施（現地確認、動作確認）９月完了

（２）課題

・管理者の安全確保（夜間作業等）

・樋管・樋門の開閉基準の検証

① 閉門基準（氾濫警戒情報発表下田島町水位 ２．７ｍ・牛沢町水位 ３．１ｍ）

② 開門基準（河川の水位状況）

・各管理者からの情報収集方法の検討

・地元管理者の高齢化に伴う後継者問題

（３）今後の計画

・定期防災訓練 年２回（春・秋に実施予定）

・台風シーズン前の防災啓発（管理者変更調査含む）来年度予定

【 備 考 】

※地元管理者の安全用具（ライフジャケット・懐中電灯）を順次配布予定

太 田 市 岩松水利組合 押切境地区排水施設管理協議会 粕川神明排水路管理組合 黒 川水利組合 高尾下田中水利組合

18 3 3 3 1 1

下田中石田川二番堰水利組合 上江田西田水利組合 田中堰水利組合 個 人 米 沢 地 区 牛 沢 地 区

1 1 1 1 2 4



 １０月 ２日 庁議提出案件            資料№７ 

●内 容   【 2.連絡事項 】 

○公 開  【 1.可 】 

○公開時期 【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

             都市政策部長 氏名 越塚 信夫   内線（TEL）2800  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

早川樋管の水防対応について 

 

 

【 目 的 】 

水害被害発生に伴う早川樋管の管理者調査状況及び取り組み状況を報告するものです。 

 

 

【 概 要 】 

１ 早川樋管所管及び箇所数（合計１９箇所） 

  ・太田市管理 １１箇所 

  ・地元管理   ２箇所 

・管理者不在  ６箇所 

      

２ 実施状況 

 (１)取組内容  

  ・現地調査、管理者調査の実施(現地確認、地区関係者等聞取り調査) ７月・８月完了 

  ・台帳作成及び情報共有 

 

 (２)課題 

  ・管理者の安全確保 

  ・樋管の開閉基準の検証 

   ①閉門基準(氾濫警戒情報発表 前島町水位3.0m、徳川町3.0m) 

   ②開門基準(河川の水位状況) 

  ・管理者不在による樋管管理体制の構築 

 

 (３)今後の計画 

  ・定期的な樋管の動作確認 

 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先 都市政策部 道路整備課 管理係 内線2711 47－1835ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 １０月 ２日 庁議提出案件           資料No.８  
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

             消防長 氏名 石澤 光之    外線（TEL）33-0200  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

   Ｎｅｔ１１９緊急通報システムの運用開始について 

 

 

【 目 的 】 

   Ｎｅｔ１１９緊急通報システムは、政府が、令和２年度までにすべての消防本部で導入

することを目標としているもので、聴覚・言語機能障がい者の方々による、音声によらな

い通報を円滑に行うことが可能となるため、本市においても運用開始するものです。 

 

 

【 概 要 】 

   １ 運用開始予定日時  令和２年１１月１日 （日）８時３０分から 

 

   ２ システム概要     

     ＧＰＳ機能及びインターネット接続機能を有する携帯電話、タブレット端末、スマ

ートフォン等からインターネットを使って、音声を用いずに１１９番通報できるシス

テムで、場所と要請内容（火災・救急の別）がボタン操作のみで通報でき、その後の

意思疎通もチャット機能により行えます。 

 

３ 利用対象者  

     利用対象者は、原則として消防本部が管轄する区域（太田市・大泉町）在住の聴覚・

言語機能等に障がいがあり、音声による１１９番通報が困難な方で、「身体障害者手

帳」をお持ちの方。もしくは、既往症等により音声による１１９番通報に不安のある

方のうち、消防本部から登録の承認を受けた方に限ります。 

 

   ４ その他 

    詳細及び運用概要は別紙のとおり 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先   消防本部 通信指令課 管理係 内線2510 33-0119 （代表） 

 

 

 


